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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車輪を左右または前後で独立駆動が可能な複数の走行用のモータを有する車輪独立駆動
式車両を制御する車輪独立駆動式車両の駆動制御装置において、
　前記複数の各モータに電流を流す複数のパワー回路部と、これらのパワー回路部に流れ
る電流を制御するモータ駆動制御部と、前記各モータに流れる各相毎の電流を検出する電
流センサとを備え、
　かつ停車時に前記モータのうちの左右または前後の車輪のモータに互いに車輪回転方向
が逆方向のトルクがかかる電流を流させる指令を前記モータ駆動制御部に出力させる検査
用逆トルク指令部と、この逆方向のトルクがかかる電流が流れているときに全ての前記電
流センサの異常を検出する異常検出部とを備えることを特徴とする車輪独立駆動式車両の
駆動制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の車輪独立駆動式車両の駆動制御装置において、前記モータ駆動制御部
は前記電流センサの検出値によって電流フィードバック制御を行う機能を備えていて、前
記検査用逆トルク指令部は、前記モータ駆動制御部を、前記逆方向のトルクがかかる電流
をオープンループで流させる制御モードとし、前記異常検出部はそのオープンループで電
流が流れているときの電流検出値が規定する範囲内に入っていなければ異常検出とする車
輪独立駆動式車両の駆動制御装置。
【請求項３】
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　請求項１に記載の車輪独立駆動式車両の駆動制御装置において、前記各モータが３相交
流モータであり、かつ前記モータ駆動制御部は前記電流センサの検出値によって電流フィ
ードバック制御を行う機能を備えていて、前記検査用逆トルク指令部は、前記モータ駆動
制御部を、前記逆方向のトルクがかかる電流をオープンループで流させる制御モードとし
、前記異常検出部はそのオープンループで電流が流れているときの３相の各相の電流の和
が略零でなければ異常検出とする車輪独立駆動式車両の駆動制御装置。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記載の車輪独立駆動式車両の駆動制御装置に
おいて、前記検査用逆トルク指令部は、前記車両の主ブレーキがブレーキ状態維持中であ
ることを条件の一つとして各条件充足の場合に、前記モータ駆動制御部に、前記逆方向の
トルクがかかる電流を流させる指令を出力させる車輪独立駆動式車両の駆動制御装置。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４のいずれか１項に記載の車輪独立駆動式車両の駆動制御装置に
おいて、前記検査用逆トルク指令部は、前記車両のサイドブレーキがブレーキ状態維持中
であることを条件の一つとして各条件充足の場合に、前記モータ駆動制御部に、前記逆方
向のトルクがかかる電流を流させる指令を出力させる車輪独立駆動式車両の駆動制御装置
。
【請求項６】
　請求項１ないし請求項５のいずれか１項に記載の車輪独立駆動式車両の駆動制御装置に
おいて、前記検査用逆トルク指令部は、前記車両のシフトレバーがパーキングに入ってい
ることを条件の一つとして各条件充足の場合に、前記モータ駆動制御部に、前記逆方向の
トルクがかかる電流を流させる指令を出力させる車輪独立駆動式車両の駆動制御装置。
【請求項７】
　請求項１ないし請求項６のいずれか１項に記載の車輪独立駆動式車両の駆動制御装置に
おいて、前記検査用逆トルク指令部および前記異常検出部は、前記逆方向のトルクがかか
る電流を流している各モータのロータ角度の変動が設定した閾値を超える場合に、前記逆
方向の電流を流す指令の出力、および前記異常の検出を終了する車輪独立駆動式車両の駆
動制御装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、２輪駆動または４輪駆動等の、複数の走行用のモータを個別に制御可能な
車輪独立駆動式車両を制御する車輪独立駆動式車両の駆動制御装置に関し、特にその電流
センサの異常検出に係る。
【背景技術】
【０００２】
　走行用のモータを駆動するインバータでは、指令トルクや指令回転数などから目標電流
を設定し、実際にモータに流れる電流を検出してそれが目標電流に追従させるフィードバ
ック制御を行っている。もし電流を検出するための電流センサにオフセットやゲインのず
れなどの異常が発生した場合には、目標電流を流すことができずに十分なトルクや回転数
にならないことや、逆に目標電流を大きく上回るような過大な電流が流れてしまい意図し
ない過大トルクや高回転数になることが考えられる。よって、車両の走行前に検査するの
が望ましい。
【０００３】
　特許文献１，２では、電流センサに検査用の巻線や配線を通し、そこに検査用電流を流
すことで電流センサの検査を行うことが提案されている。特許文献３では、停車時にベク
トル制御のd 軸電流のみを流すことでトルクを発生させずにシステムの異常を検出する方
法が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特開２００６－１４５４２６号公報
【特許文献２】特開２００６－３５２９４９号公報
【特許文献３】特開平１１－３４１８９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１，２に記載の構成では、検査用の巻線／配線や、定電流源が必要となり、部
品点数が増加しコスト増、重量増となってしまう。特許文献３の構成の場合、ｄ軸電流は
ロータ角度によって各相に流す電流は変わってくるため、ロータ角度によっては電流が零
または零に近い電流しか流すことが出来ず、検査できない相が出来ることがある。
【０００６】
　この発明の目的は、電流センサに検査用の回路を追加することなく、かつ検査専用の電
流源等を追加することなく、電流センサの異常につき、車両走行前に全ての相を検査する
ことができる車輪独立駆動式車両の駆動制御装置を提案することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明の車輪独立駆動式車両の駆動制御装置は、車輪を左右または前後で独立駆動が
可能な複数の走行用のモータ６を有する車輪独立駆動式車両を制御する車輪独立駆動式車
両の駆動制御装置において、
　前記複数の各モータ６に電流を流す複数のパワー回路部２８と、これらのパワー回路部
２８に流れる電流を制御するモータ駆動制御部３０と、前記各モータ６に流れる各相毎の
電流を検出する電流センサ３８とを備え、
　かつ停車時に前記モータ６のうちの左右または前後のモータ６に互いに車輪回転方向が
逆方向のトルクがかかる電流を流させる指令を前記モータ駆動制御部３０に出力させる検
査用逆トルク指令部３６と、この逆方向のトルクがかかる電流が流れているときに全ての
前記電流センサ３８の異常を検出する異常検出部３４とを備えることを特徴とする。
【０００８】
　この構成によると、モータ６に駆動電流を流し、その間に電流センサ３８自体に、つま
り電流センサ３８における、走行時に各モータ６に流れる電流を検出する場合と同じ部位
に電流を流し、その電流センサ３８の電流から異常を検出するので、電流センサ３８に検
査用の巻線や配線を追加することなく異常検出が行える。また、検査専用の電源が不要で
ある。このように追加する回路部品が不要であり、コスト増や重量増とならない。モータ
６に駆動電流を流すため、車両の移動が問題となるが、停車時に左右または前後のモータ
６に互いに車輪回転方向が逆方向のトルクがかかるように電流を流すため、モータ６に電
流を流していながら、車両として動かさないまま電流センサ３８の検査が行える。このた
め、車両走行前に検出できる。また、この逆方向のトルクがかかるように電流を流させる
検査用逆トルク指令部３６、および前記異常検出部３４は、いずれも弱電の論理回路等で
構成できて、モータ駆動制御部３０を構成するマイクロコンピュータ等のＩＣチップまた
は回路基板等に組み込むことができる。
【０００９】
　これらのため、電流センサ３８に検査用の回路を追加することなく、かつ検査専用の電
流源等を追加することなく、電流センサ３８の異常検出が行える。また、ｄ軸電流に限定
されず、各相に任意の電流を流して検査を行えるため、全ての相を検査することができる
。このように、電流センサ３８に検査用の回路を追加することなく、かつ検査専用の電流
源等を追加することなく、電流センサ３８の異常につき、車両走行前に全ての相を検査す
ることができる。
　なお、前記検査用逆トルク指令部３６および異常検出部３４の始動は、例えばスタータ
スイッチ５０のオンをトリガーとして行うようにし、走行前の各種アクセサリー機器の一
連の検査の一部として、前記電流センサ３８の検査を行うようにしても良い。
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【００１０】
　この発明において、前記モータ駆動制御部３０は前記電流センサ３８の検出値によって
電流フィードバック制御を行う機能を備えていて、前記検査用逆トルク指令部３６は、前
記モータ駆動制御部３０を、前記逆方向のトルクがかかる電流をオープンループで流させ
る制御モードとし、前記異常検出部３４はそのオープンループで電流が流れているときの
電流検出値が、規定する範囲内に入っていなければ異常検出とするようにしても良い。
　オープンループで制御をすることで、例え電流検出値が異常値であっても流す電流は変
わらず、そのため等しい逆トルクがかかり車両としては動かないまま検査が出来る。
【００１１】
　この発明において、前記各モータ６が３相交流モータであり、かつ前記モータ駆動制御
部３０は前記電流センサ３８の検出値によって電流フィードバック制御を行う機能を備え
ていて、前記検査用逆トルク指令部３６は、前記モータ駆動制御部３０を、前記逆方向の
トルクがかかる電流をオープンループで流させる制御モードとし、前記異常検出部３４は
そのオープンループで電流が流れているときの３相の各相の電流の和が略零でなければ異
常検出とする構成であっても良い。
　３相交流モータである場合、３相の各相の電流の和は零となる。したがって、３相の各
相の電流の和が零でなければ異常検出とするようにしても良い。ただし、電流センサ３８
や配線等における許容できる誤差を考慮し、零に限らず、略零であれば正常とすることが
好ましい。
【００１２】
　この発明において、前記検査用逆トルク指令部３６は、前記車両の主ブレーキがブレー
キ状態維持中であることを条件の一つとして各条件充足の場合に、前記モータ駆動制御部
３０に、前記逆方向のトルクがかかる電流を流させる指令を出力させるようにしても良い
。
　電流センサ３８の異常有無では左右のトルクに違いは出ないが、駆動回路やロータ角度
検出回路の異常により等しい逆のトルクでなくなってしまう場合は車両が動いてしまう可
能性がある。この場合に、主ブレーキがブレーキ状態維持中であることを条件の一つとし
て検査を開始させるようにすることで、検査時に車両が不測に動くことが防止され、安全
性が向上する。
　主ブレーキがブレーキ状態維持中であることの認識は、ブレーキペダル５１が踏み込み
状態であるなど、ブレーキ操作手段の状態から行っても、また実際に主ブレーキにブレー
キ力が作用しているかを荷重センサ等で検出して行っても良い。
【００１３】
　この発明において、前記検査用逆トルク指令部３６は、前記車両のサイドブレーキがブ
レーキ状態維持中であることを条件の一つとして各条件充足の場合に、前記モータ駆動制
御部３０に、前記逆方向のトルクがかかる電流を流させる指令を出力させるようにしても
良い。
　主ブレーキに限らず、サイドブレーキが効いている場合に電流センサ３８の異常検出を
行うようにしても、安全性が確保できる。サイドブレーキがブレーキ状態維持中であるか
否かの認識は、サイドブレーキの操作レバー５２等の操作手段が引かれているか否などの
検出によって行うようにしても良い。
【００１４】
　この発明において、前記検査用逆トルク指令部３６は、前記車両のシフトレバー５３が
パーキングに入っていることを条件の一つとして各条件充足の場合に、前記モータ駆動制
御部３０に、前記逆方向のトルクがかかる電流を流させる指令を出力させるようにしても
良い。
　シフトレバーがパーキングに入っている場合は、モータ６から車輪までのトルク伝達系
が伝達不可または車輪ロックとなっており、モータ６が不測に回転しようとしても、車両
が動くことがない。そのため、パーキングに入っていることを条件の一つとして検査を開
始させるようにしても、検査のための電流印加で車両が不測に動くことが回避される。
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【００１５】
　この発明において、前記検査用逆トルク指令部３６および前記異常検出部３４は、前記
逆方向のトルクがかかる電流を流している各モータ６のロータ角度の変動が設定した閾値
を超える場合に、前記逆方向の電流を流す指令の出力、および前記異常の検出をそれぞれ
終了するようにしても良い。
　万が一ロータ角度に、ある閾値を超えるような変動が起こった場合は、何らかの異常が
あると判定し異常検出を終了することが、安全性の向上の上でより好ましい。
【発明の効果】
【００１６】
　この発明の車輪独立駆動式車両の駆動制御装置は、車輪を左右または前後で独立駆動が
可能な複数の走行用のモータを有する車輪独立駆動式車両を制御する車輪独立駆動式車両
の駆動制御装置において、前記複数の各モータに電流を流す複数のパワー回路部と、これ
らのパワー回路部に流れる電流を制御するモータ駆動制御部と、前記各モータに流れる各
相毎の電流を検出する電流センサとを備え、かつ停車時に前記モータのうちの左右または
前後の車輪のモータに互いに車輪回転方向が逆方向のトルクがかかる電流を流させる指令
を前記モータ駆動制御部に出力させる検査用逆トルク指令部と、この逆方向のトルクがか
かる電流が流れているときに全ての前記電流センサの異常を検出する異常検出部とを備え
るため、電流センサに検査用の回路を追加することなく、かつ検査専用の電流源等を追加
することなく、電流センサの異常につき、車両走行前に全ての相を検査することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】この発明の一実施形態に係る車輪独立駆動式車両の駆動制御装置の概念構成を示
すブロック図である。
【図２】そのモータ駆動制御部の構成例を示すブロック図である。
【図３】同モータ駆動制御部につき、オープンループモードで動作させる場合に使用され
るブロックのみを示したブロック図である。
【図４】同車輪独立駆動式車両の駆動制御装置における検査用逆トルク指令部等の制御例
を示す流れ図である。
【図５】同車輪独立駆動式車両の駆動制御装置における検査用逆トルク指令部等の他の制
御例を示す流れ図である。
【図６】同駆動制御装置を搭載した各種の車輪独立駆動式車両を平面で示す説明図である
。
【図７】図６（Ａ）～（Ｃ）の各車輪独立駆動式車両における検査時の車輪回転方向例を
示す説明図である。
【図８】３相交流モータの各相のモータ電流を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　この発明の実施形態を図面と共に説明する。図１は、車輪独立駆動式車両の駆動制御装
置の概念構成を示すブロック図である。この実施形態の制御対象となる車輪独立駆動式車
両は、例えば図６（Ａ）に示す前輪となる２つの駆動輪１，１をそれぞれ駆動する２つの
走行用のモータ６，６を備えた電気自動車である。後輪は従動輪２，２とされている。各
モータ６，６は、シャーシ３上に設置され、ドライブシャフト４とその両端の等速ジョイ
ント５ａ，５ｂとを介して駆動輪１，１にそれぞれ連結されている。前輪である駆動輪１
，１は、ステアリングハンドル７の操作によって操舵機構（図示せず）を介して方向転換
させられる。
【００１９】
　制御対象となる車両は、図６（Ｂ）に示す後輪が駆動輪１，１、前輪が従動輪２，２と
なった電気自動車であっても良い。この他に、４輪駆動の電気自動車にも適用することが
できる。図６（Ｃ）は４輪駆動車の一例であり、前輪２輪を１台のモータ６で、後輪２輪
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を１台のモータ６で、それぞれデファレンシャル８を介して駆動する形式である。４輪駆
動の場合、図６（Ｄ）のように４輪個別にモータ６を有する形式であっても良い。４輪個
別にモータ６を有する４輪駆動車の場合、駆動制御装置の実施形態の図示を省略するが、
個々のモータ６毎に、図１と共に後述するパワー回路部２８およびモータ駆動制御部３０
が設けられる。
　なお、図６の各例は、いずれもシャーシ３上にモータ６，６を設置したオンボード形式
であるが、インホイールモータ形式の車両であっても良い。
【００２０】
　図１において、この駆動制御装置は、自動車全般の制御を行う電気制御ユニットである
ＥＣＵ２１と、このＥＣＵ２１の指令に従って走行用のモータ６，６の制御を行うインバ
ータ装置２２とを有する。ＥＣＵ２１とインバータ装置２２とは、コントローラー・エリ
ア・ネットワーク（ＣＡＮ）等の車載通信手段で相互に接続されている。ＥＣＵ２１は、
コンピュータとこれに実行されるプログラム、並びに各種の電子回路等で構成される。Ｅ
ＣＵ２１は、指令トルク演算部４７とトルク配分手段４８とを有する。
【００２１】
　指令トルク演算部４７は、アクセルベダル等のアクセル操作手段（図示せず）の出力す
る加速指令と、ブレーキベダル５１等のブレーキ操作手段の出力する減速指令とから、車
両全体の指令トルクを演算する手段である。トルク配分手段４８は、指令トルク演算部４
７で演算した指令トルクを、各モータ６，６に対して配分されるようにインバータ装置２
２へ送る手段である。なお、トルク配分手段４８は、旋回補助のために、ステアリングハ
ンドル７（図６参照）の操舵量に応じて両モータ６，６に配分する比率を変更する機能を
有していても良い。
【００２２】
　インバータ装置２２は、各モータ６に対して設けられたパワー回路部２８と、このパワ
ー回路部２８を制御するモータコントロール部２９とを有する。各パワー回路部２８は、
バッテリ（図示せず）の直流電力をモータ６の力行および回生に用いる３相の交流電力に
変換するインバータ３１と、このインバータ３１を制御するＰＷＭドライバ３２とを有す
る。モータ６は、３相の交流モータであり、同期モータまたは誘導モータからなる。なお
単相のモータであっても良い。モータ６には、そのロータの電気角としての回転角度を検
出する回転角度センサ３３が設けられ、またインバータ３１とモータ６との間の給電回路
に電流センサ３８が設けられている。電流センサ３８は、図２に示すように３相の各相毎
に設けられているが、図１では簡明のために一つのブロックで複数の電流センサ３８を示
している。この電流センサ３８が、この実施形態の駆動制御装置による異常検出の対象と
なる。なお、電流センサ３８は、３相のうちの２つの相のみに設けられていても良い。
【００２３】
　インバータ３１は、複数の半導体スイッチング素子のブリッジ回路で構成され、ＰＷＭ
ドライバ３２は、入力された電流指令をパルス幅変調し、前記各半導体スイッチング素子
にオンオフ指令を与える。
【００２４】
　モータコントロール部２９は、コンピュータとこれに実行されるプログラム、および電
子回路により構成され、その基本となる制御部として、各パワー回路に対応して設けられ
た２つのモータ駆動制御部３０を備える。モータ駆動制御部３０は、上位制御手段である
ＥＣＵ２１のトルク配分手段４８から配分されるトルク指令につき、各種の制御を施して
電流指令に変換し、パワー回路部２８のＰＷＭドライバ３２に電流指令を与える手段であ
る。前記電流指令は、各相の電圧値として与える。
【００２５】
　モータ駆動制御部３０は、基本的には、モータ６の電流値の検出値に応じた電流フィー
ドバック、およびモータ効率化のためのロータ回転角度の検出値に応じた制御ループによ
る閉ループ制御であるが、この実施形態では、電流制御につき、オープンループ制御のモ
ードと閉ループ制御（フィードバック制御）のモードとにモード切換が可能とされている
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。
【００２６】
　モータ駆動制御部３０は、図２に構成例を示すように、この実施形態ではベクトル制御
を行う構成とされる。モータ駆動制御部３０は、電流指令部４０、電流ＰＩ制御部４１、
および２相・３相変換部４２を有する。この他に、モータ駆動制御部３０の一部として、
または独立して、３相・２相変換部４３、速度計算部４４、および回転角度検出手段３３
の内の回転角度計算部３３ｂが設けられている。
【００２７】
　前記電流指令部４０は、モータ６に印加する駆動電流を、回転角度検出手段３３で検出
されて角速度ωに変換された検出値と、前記トルク配分手段４８から与えられた指令トル
クとから、モータコントロール部２９内に設定されているトルクテーブル（図示せず）を
用い、相応の２相の指令電流（Ｏ　ｉｄ，Ｏ　ｉｑ）を生成する手段である。
　前記回転角度検出手段３３は、モータ６の電気角のロータ角度を検出する検出部３３ａ
と、この検出された信号より電気角の回転角度を算出する回転角度計算部３３ｂとで構成
される。回転角度計算部３３ｂで算出された回転角度θから、速度計算部４４で角速度ω
に変換され、前記電流指令部４０に入力される。
【００２８】
　電流ＰＩ制御部４１は、前記電流指令部４０で生成された電流指令（Ｏ　ｉｄ，Ｏ　ｉ
ｑ）を、電流センサ３８による各相の電流値に偏差が生じないようにＰＩ（比例積分）フ
ィードバック制御を行う手段である。電流センサ３８により検出された３相の電流値Ｉｕ
，Ｉｖ、Ｉｗは、前記３相・２相変換部４３によって２相の電流指令ｉｄ，ｉｑに変換し
て電流ＰＩ制御部４１に入力される。
【００２９】
　前記２相・３相変換部４２は、電流ＰＩ制御部４１から出力された２相の電圧指令値Ｖ
ｄ，Ｖｑを、回転角度検出手段３３で検出された回転角度θに応じて適切な値に変換した
３相の電圧指令Ｖｕ，Ｖｖ，Ｖｗとする手段である。
【００３０】
　このような構成のモータ駆動制御部３０を備える図１のモータコントロール部２９にお
いて、この実施形態では、次の検査用逆トルク指令部３６と、異常検出部３４とが設けら
れている。
【００３１】
　前記検査用逆トルク指令部３６は、停車時に前記両モータ６，６に、互いに車輪回転方
向が逆方向で大きさが同じトルクがかかる電流を流させる指令（指令トルク）を前記モー
タ駆動制御部３０，３０に出力させる。
　例えば、図６（Ａ）に示すように前輪駆動である場合は、図７（Ａ）に示すように、前
輪である２つの駆動輪１，１のうち、いずれか一方（図では左）の駆動輪１に前向きのト
ルク（ＡＮｍ）を、他方（図では右）の駆動輪１に後ろ向きのトルク（ＢＮｍ）を発生さ
せるようにする。両トルクＡ，Ｂは互いに同じ大きさである。
　図６（Ｂ）に示すように後輪駆動である場合は、図７（Ｂ）に示すように、後輪である
２つの駆動輪１，１のうち、いずれか一方（図では左）の駆動輪１に前向きのトルク（Ｃ
Ｎｍ）を、他方（図では右）の駆動輪１に後ろ向きのトルク（ＤＮｍ）を発生させるよう
にする。両トルクＣ，Ｄは互いに同じ大きさである。
　図６（Ｃ）および図６（Ｄ）に示す４輪駆動である場合は、図７（Ｃ）に示すように、
前後のいずれか、例えば前輪である２つの駆動輪１，１に前向きのトルク（ＡＮｍ，ＢＮ
ｍ）を、後輪である２つの駆動輪１，１に後ろ向きのトルク（ＣＮｍ，ＤＮｍを発生させ
るようにする。この場合、各トルクＡ～Ｄの大きさは、前輪のトルクの和（Ａ＋Ｂ）と、
後輪のトルクの和（Ｃ＋Ｄ）とが同じとなるようにする。
【００３２】
　前記異常検出部３４は、前記逆方向のトルクがかかる電流が流れているときに前記電流
センサ３８の異常を検出する。逆方向のトルクがかかる電流が流れているときであること
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は、例えば前記検査用逆トルク指令部３６が前記モータ駆動制御部３０，３０に逆方向ト
ルクの指令を出力させる間であるか否かで認識する。
【００３３】
　前記検査用逆トルク指令部３６は、より詳しくは、前記モータ駆動制御部３０を、前記
逆方向のトルクがかかる電流を、電流フィードバックすることなくオープンループで流さ
せる制御モードとする。この場合に前記異常検出部３４は、そのオープンループで電流が
流れているときの電流検出値が規定する範囲内に入っていなければ異常であるとの検出信
号を出力する。
　具体的には、前記モータ駆動制御部３０は、図２と共に前述したように、電流センサ３
８の検出値によって電流ＰＩ制御部４１でＰＩ制御する電流ループ４９を持つが、前記オ
ープンループで流させる制御モードとする場合は、前記電流ループ４９を使用せず、前記
電流ＰＩ制御部４１の代わりに、図３に示すように、電圧演算部４１Ａを用いて電流指令
となるｄ軸，ｑ軸の電流指令となる電圧値Ｖｄ，Ｖｑを出力する。この場合に、電圧演算
部４１Ａは、回転角度検出手段３３で得て速度計算部４４で計算した角速度を用いて電圧
値Ｖｄ，Ｖｑの演算を行う。
前記電流ＰＩ制御部４１と電圧演算部４１Ａとは、両方がモータ駆動制御部３０に設けら
れていて、切り替えて使用される。
【００３４】
　前記異常検出部３４は、より具体的には、オープンループで電流が流れているときの電
流センサ３８の電流検出値が規定する範囲内に入っていなければ異常検出とする。この場
合に、前記モータ６がこの実施形態のように３相交流モータであるときは、そのオープン
ループで電流が流れているときの３相の各相のモータ電流の和が略零でなければ異常検出
としても良い。３相交流モータの各相のモータ電流（相電流）は、図８に示すように１２
０度ずつ位相が互いにずれているが、各相のモータ電流の和は零となる。したがって、３
相の各相の電流の和が零でなければ異常であることを判断できる。ただし、電流センサ３
８や配線等における許容できる誤差を考慮し、零に限らず、略零であれば正常としている
。
【００３５】
　また、前記検査用逆トルク指令部３６は、車両が停車時であること以外に、前記逆方向
のトルクがかかる電流を流させる指令を出力させる条件として、前記車両の主ブレーキ（
図示せず）がブレーキ状態維持中であること、サイドブレーキ（図示せず）がブレーキ状
態維持中であること、またはシフトレバー５３（図１参照）がパーキングに入っているこ
とのいずれか一つまたは複数を条件の各条件充足の場合に、前記モータ駆動制御部３０に
前記逆方向のトルクがかかる電流を流させる指令を出力させるようにしている。
【００３６】
　また、この実施形態において、前記検査用逆トルク指令部３６は、車両の停止中に操作
される特定のスイッチ５０（図１参照）のオンをトリガーとして起動し、各条件の充足を
判定して条件充足の場合に、前記逆方向のトルクがかかる電流を流させる指令を出力させ
るようにしている。前記特定のスイッチ５０は、例えばスタータスイッチであり、走行前
の各種アクセサリー機器の一連の検査の一部として、前記検査用逆トルク指令部３６およ
び前記異常検出部３４による前記電流センサ３８の検査を行うようにしている。
【００３７】
　前記条件は、例えば、主ブレーキ（図示せず）がブレーキ状態維持中であること、また
はサイドブレーキがブレーキ状態維持中であることである。主ブレーキについてはブレー
キベダル５１（図１参照）が踏まれていることで、サイドブレーキについては操作レバー
５２（図１参照）が引かれていることで、それぞれブレーキ状態維持中であることを検出
する。前記条件として、この他に、シフトレバー５３がパーキングに入っていることを加
えても良い。
【００３８】
　上記構成の制御動作を図４と共に説明する。車両のスタータスイッチ等の前記スイッチ
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５０がオンになると、前記検査用逆トルク指令部３６は、図４に示す処理を開始する。
　まず、条件判断としてサイドブレーキが入っているか、および主ブレーキのブレーキペ
ダル５１が踏まれているか、シフトレバー５３がパーキング位置にあるかの条件を判断す
る（ステップＳ１）。いずれもＮ０である場合は、モータ６の駆動を禁止する（ステップ
Ｓ６）。すなわち、検査用逆トルク指令部３６は、モータ駆動制御部３０が逆方向トルク
の印加の指令を行わないようにする。
　条件充足の場合は、ステップＳ２に進み、図７（Ａ）～（Ｃ）と共に前述したように、
大きさの等しい逆向きのトルクが左右または前後の駆動輪１，１に生じるように、図３に
示す電流ループにつきオープンループで左右のモータ６，６に通電させる（ステップＳ２
）。
【００３９】
　このオープンループで駆動している間に、異常検出部３４は、電流センサ３８の電流検
出値が規定の範囲内であるか否かを判定する（ステップＳ３）。この判定過程では、各相
毎にその相電流であるモータ電流がそれぞれの規定に範囲内であるか否かを検出しても良
く、またこの実施形態のようにモータ６が３相交流モータである場合は、図５のステップ
Ｓ３′のように、３相の各相の電流の和が略零であるか否かで規定の範囲内であるか否か
を判断しても良い。図５は、図４とはステップＳ３′のみが異なる。
　規定の範囲内である場合（例えば３相の電流の和が略零である場合）は、前記異常検出
部３４は電流センサ３８が正常であると判断し（ステップＳ３：Ｙｅｓ）、モータ駆動制
御部３０はその判断結果の信号によって通常の制御に移行する（ステップＳ４）。すなわ
ち、ＥＣＵ２１のトルク配分手段４８からの指令トルクに従い、図２と共に説明した電流
フィードバック制御を行ってモータ６を駆動する。
【００４０】
　規定の範囲内でない場合は、異常検出部３４が異常であると判断し（ステップＳ３：Ｎ
ｏ）、異常時制御に移行する（ステップＳ５）。例えば、異常検出部３４が異常である旨
の判断結果をモータ駆動制御部３０に送ると、モータ駆動制御部３０は、その判断結果に
応答して、図３と共に前述したオープンループによる制御を行う。ただしこの場合、ＥＣ
Ｕ２１のトルク配分手段４８から出力される指令トルクに従った制御とする。
【００４１】
　この実施形態はこのように、車輪が左右または前後で独立駆動可能な車両において、停
車時に左右または前後の駆動輪１，１でそれぞれ等しい大きさで逆のトルクがかかるよう
な電流を流し、電流検出回路の異常を検出する。例えば、逆のトルクがかかるような電流
をオープンループで流し、その時の電流検出値が規定する範囲内に入るかどうかで異常検
出を行う。または、逆のトルクがかかるような電流をオープンループで流し、３相の電流
の和が零または零に近い値になるかどうかで異常検出を行う。
【００４２】
　このような異常検出を実施した場合、等しい逆のトルクをかけるので車両としては動か
さないまま電流検出回路の検査ができる。また、d 軸電流に限定しないため、各相に任意
の電流を流すことが出来る。また、電流センサ３８に追加する回路や専用の電源は不要で
、コストアップや重量増とはならない。
　また、オープンループで制御をすることで、例え電流センサ３８に異常であって電流検
出値が異常値であっても、流す電流は変わらず、そのため、等しい逆トルクがかかり、車
両としては動かないまま検査が出来る。
　ただし、電流センサ３８の異常有無では左右または前後のトルクに違いは出ないが、駆
動回路やロータ角度検出回路の異常により等しい逆のトルクでなくなってしまう場合は車
両が動いてしまう可能性もある。そのため、ブレーキペダル５１が踏み込まれているか、
サイドブレーキの操作レバー５２が引かれているか、およびシフトレバー５３がパーキン
グに入っているかを、異常検出を行う条件としてもよい。これにより車両の不測の移動を
防止することができる。
　また、万が一ロータ角度にある閾値を超えるような変動が起こった場合は、異常検出部
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３４は何らかの異常があると判定し、前記逆方向トルクをかけて行う異常検出を終了して
もよい。
【００４３】
　以上、実施例に基づいて本発明を実施するための形態を説明したが、ここで開示した実
施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではない。本発明の範囲は上記した説
明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内
でのすべての変更が含まれることが意図される。
【符号の説明】
【００４４】
１…駆動輪
２…従動輪
６…モータ
２８…パワー回路部
３０…モータ駆動制御部
３３…回転角度検出手段
３４…異常検出部
３６…検査用逆トルク指令部
３８…電流センサ
４１…電流Ｐ１制御部
４１Ａ…電圧演算部
４９…電流ループ

【図１】 【図２】
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